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特 集特 集

●相談期間
　２月16日（月）から３月16日（月）まで開催（土曜、日曜除く）

●相談会場受付時間など
　会　　　場　市民ホール（市役所庁舎南側３階）
　午前の受付　８時45分～11時
　午後の受付　13時～16時
※相談件数により、受付締切時間が早くなる場合もありま
すのでご了承ください。

※防犯上の理由により早朝より開錠することはできません。

　当市では、次のとおり申告相談を実施しますので、
ご利用ください。

【確定申告についてのお知らせ】
　

●
申
告
が
必
要
な
方
は

▽
一
般
の
人
の
場
合

事
業
を
し
て
い
る
方
、
土
地
や
建
物
を
貸

し
付
け
し
て
い
る
方
な
ど
で
、
平
成
26
年

中
の
合
計
所
得
が
所
得
控
除（
基
礎
控
除
・

配
偶
者
控
除
・
扶
養
控
除
な
ど
）の
総
額
を

超
え
る
方

▽
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
場
合

・
給
与
の
年
間
収
入
が
２
千
万
円
を
超
え

る
方

・
給
与
を
１
か
所
か
ら
受
け
て
い
て
、
各
種

の
所
得
金
額（
給
与
所
得
、
退
職
所
得
を
除

く
）の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
方

・
給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
て
、

年
末
調
整
を
さ
れ
な
か
っ
た
給
与
の
収
入

金
額
と
、
各
種
の
所
得
金
額（
給
与
所
得
、

退
職
所
得
を
除
く
）と
の
合
計
金
額
が
20
万

円
を
超
え
る
方
な
ど

●
年
金
所
得
者
に
か
か
る
確
定
申
告
の
不
要

制
度

・
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
が
４
０
０
万

円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
公
的
年
金
な
ど

に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万

円
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
所
得
税
の
確

定
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
こ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
還
付
を
受
け
る

た
め
の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

※
こ
の
制
度
に
よ
り
所
得
税
の
確
定
申
告
を

し
な
か
っ
た
場
合
、
公
的
年
金
な
ど
に
係

る
雑
所
得
の
み
が
あ
る
方
で
、「
公
的
年
金

等
の
源
泉
徴
収
票
」に
記
載
さ
れ
て
い
る
控

除(

社
会
保
険
料
控
除
、
配
偶
者
控
除
、
扶

養
控
除
、
基
礎
控
除
な
ど
）以
外
の
各
種
控

除
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
市
県
民
税

の
申
告
が
必
要
で
す
。

●
申
告
す
る
と
所
得
税
が
戻
る
こ
と
も

　

確
定
申
告
を
す
る
義
務
の
な
い
方
で
も
、

申
告
を
す
れ
ば
所
得
税
の
一
部
が
戻
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

▽
医
療
費
控
除
：
平
成
26
年
中
に
支
払
っ
た

金
額
か
ら
、
健
康
保
険
や
生
命
保
険
な
ど

の
補
て
ん
金
を
引
い
た
あ
と
の
金
額
が
、

所
得
の
５
％
ま
た
は
、
10
万
円
の
い
ず
れ

か
少
な
い
金
額
を
超
え
る
場
合
。

▽
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
：
平
成
26
年
中

に
ロ
ー
ン
を
利
用
し
て
住
宅
を
新
築
や
購

入
、
増
改
築
を
し
た
場
合
。

▽
雑
損
控
除
：
資
産
に
つ
い
て
災
害
、
盗
難
、

横
領
に
よ
る
損
失
が
生
じ
た
場
合
と
災
害

に
直
接
関
連
し
て
支
出
さ
れ
た
金
額
が
あ

る
場
合
。

▽
そ
の
ほ
か
の
場
合

年
の
途
中
で
退
職
し
、
再
就
職
し
な
か
っ
た

場
合
。（
年
末
調
整
を
受
け
て
い
な
い
場
合
）

●
申
告
に
持
参
す
る
も
の

①
申
告
書（
届
い
て
い
る
場
合
）

②
印
鑑

③
給
与
・
年
金
の
源
泉
徴
収
票（
原
本
）

④
社
会
保
険
料
控
除（
国
民
健
康
保
険
税
・
国

民
年
金
保
険
料
な
ど
）額
の
控
除
証
明
書

⑤
生
命
保
険
、
地
震
・
旧
損
害
保
険
料
控
除

の
証
明
書

⑥
営
業
・
不
動
産
・
農
業
所
得
の
あ
る
方
は
、

収
支
内
訳
書
。（
あ
ら
か
じ
め
作
成
し
ご
来

場
く
だ
さ
い
。
な
お
、
租
税
公
課
は
、
固

定
資
産
税
の
課
税
明
細
書
に
記
載
が
あ
り

ま
す
の
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。）

⑦
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、
医
療
費

の
領
収
書
と
補
て
ん
金
の
わ
か
る
も
の
。

（
あ
ら
か
じ
め
集
計
の
う
え
ご
来
場
く
だ
さ

い
。）

⑧
雑
損
控
除
を
受
け
る
方
は
、
災
害
の
被
災

証
明
書
・
損
害
に
よ
り
支
出
し
た
領
収
書
・

損
害
に
あ
っ
た
建
物
、
家
財
な
ど
の
取
得

年
月
日
、
取
得
金
額
が
わ
か
る
も
の
。

⑨
障
害
者
控
除
を
受
け
る
方
は
、
障
害
者
手

帳
や
福
祉
事
務
所
長
な
ど
の
認
定
書
な
ど
。

⑩
還
付
申
告
を
さ
れ
る
方
は
、
申
告
者
名
義

の
振
込
先
口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の
。

●
源
泉
徴
収
票
を
な
く
し
た
ら

　

源
泉
徴
収
票
を
紛
失
し
た
場
合
は
、
支
払

者（
職
場
な
ど
。
年
金
は
、
年
金
の
支
払
者
）

に
再
発
行
し
て
も
ら
っ
た
う
え
で
、
ご
来
場

く
だ
さ
い
。
必
ず
原
本
が
必
要
で
す
。
発
行

さ
れ
な
い
場
合
は
、
直
接
、
税
務
署
に
お
尋

ね
く
だ
さ
い
。

●
自
主
申
告
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

申
告
会
場
は
、
大
変
混
み
合
い
ま
す
。
ス

ム
ー
ズ
に
申
告
を
済
ま
せ
る
た
め
に
、
申
告

書
を
ご
自
身
で
記
入
で
き
る
方
は
税
務
署
へ

の
直
送
投
函
箱
を
市
民
ホ
ー
ル
申
告
説
明
会

会
場
と
税
務
課
窓
口
に
設
置
し
て
あ
り
ま
す

の
で
、
添
付
書
類
な
ど
を
封
筒
に
ま
と
め
て

投
函
し
て
く
だ
さ
い
。
ご
不
明
な
点
が
あ
る

方
は
、
申
告
相
談
に
お
並
び
い
た
だ
き
職
員

に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

青
色
決
算
書
・
白
色
収
支
内
訳
書
は
、
必

ず
ご
自
身
で
作
成
し
て
か
ら
、
ご
来
場
く
だ

さ
い
。

　

農
業
所
得
標
準
は
す
で
に
、
廃
止
に
な
っ

て
い
ま
す
。
農
産
物
の
家
事
消
費
な
ど
の
目

安
と
な
る
金
額
に
つ
い
て
も
廃
止
と
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
収
穫
し
た
時
に
お
け
る
当
該

農
産
物
の
価
額
の
平
均
額
ま
た
は
販
売
価
額

（
市
場
な
ど
に
対
す
る
出
荷
価
格
を
い
い
ま
す
。）

の
平
均
額
に
よ
っ
て
計
算
し
て
く
だ
さ
い
。

　

租
税
公
課
や
減
価
償
却
の
計
算
で
わ
か
ら

な
い
こ
と
は
、
事
前
に
市
役
所
お
よ
び
税
務

署
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

青
色
決
算
書
・
白
色
収
支
内
訳
書
の
作
成

に
つ
い
て
の
相
談
は
、
市
役
所
会
場
で
は
行

え
ま
せ
ん
の
で
、
津
島
税
務
署
の
確
定
申
告

会
場（
津
島
商
工
会
議
所
）で
作
成
の
相
談
を

し
て
く
だ
さ
い
。

●
譲
渡
所
得
・
贈
与
税
の
申
告
相
談
は
津
島

商
工
会
議
所
で
！

　

土
地
・
建
物
・
株
な
ど
を
売
却
さ
れ
た
方

な
ど
の
譲
渡
所
得
・
贈
与
税
の
申
告
相
談
に
つ

い
て
は
、
市
役
所
会
場
で
は
行
え
ま
せ
ん
の

で
、
津
島
税
務
署
の
確
定
申
告
会
場（
津
島
商

工
会
議
所
）で
申
告
相
談
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
告
を
さ
れ
る
み
な
さ
ん
へ

　

申
告
期
限
は
、
３
月
16
日(

月)

ま
で
で
す

が
、
期
限
間
近
に
な
り
ま
す
と
申
告
会
場
は

大
変
混
雑
し
、
長
時
間
お
待
ち
い
た
だ
く
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

お
早
め
に
準
備
し
て
期
限
内
に
申
告
を
済

ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
確
定
申
告
が
不
要
の
方
で
市
県
民

税
の
申
告
の
必
要
な
方
も
３
月
16
日（
月
）ま

で
市
民
ホ
ー
ル
に
て
受
け
付
け
を
し
ま
す
の

で
、
お
早
め
に
申
告
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

医療費控除の対象となる主な領収書

・医師または歯科医師の診察費、治療費　
・治療または療養に必要な医薬品の購入　
・病院、診療所に支払った入院、入所費（診

療費、治療費、居住費、食費）
・おむつ代（医師の証明書は毎年必ず必要。ただ

し、介護保険受給中の方で市町村長が認める
方は、市町村長の証明書で代用可能（弥富市の
場合は介護高齢課にお問い合わせください。））

・出産に係る費用（妊娠と診断されてからの定期
検診、検査の費用を含みます。）

・発育段階にある子どもの歯列矯正に係る費用

など

対象とならないもの

・インフルエンザなど予防のために接種した注
射代

・健康診断にかかる費用（ただし健康診断の結
果、重大な病気が発見され、かつその診断な
どに引き続きその疾病の治療を行っている場
合を除きます。）

・健康維持、予防などの医師の指示のないドリ
ンク剤やサプリメント

・医師の作成した診断書などの文書料
・入院時にご本人や家族の都合で発生した個室

の差額ベッド代
・入院に際し購入した洗面やパジャマなどの身

の回り品の購入費
・メガネやコンタクトレンズの購入費
・美容に係る手術や歯科治療費（矯正など）

など

ら差し引くことのできる金額です。
医療費控除額＝かかった医療費－健康保険や生
命保険などから補てんされた額－所得の5％（最
高10万円）

Q 医療費控除をすると税額にどれだけの影響があ
るのですか？

A 税額への影響額≒医療費控除額×税率（所得税：
所得に応じ５％から40％、住民税：10％）
例えば、１年間でかかった医療費が125,000円
で保険金を20,000円もらっており、所得が200
万円の方の場合
医療費控除額＝（かかった医療費125,000円－補
てんされた保険金20,000円）－2,000,000円×
５％
所得税への影響額：医療費控除額5,000円×５％
＝250円　
住民税への影響額：医療費控除額5,000円×
10％＝500円

Q いつの領収書が対象ですか？
A 申告をする年の１月１日から12月31日に支払っ

た領収書が対象です。

Q 誰の分が対象になるのですか？
A 申告者ご自身と申告者と生計を一にする配偶者

その他の親族のために支払った領収書が対象です。

Q 領収書をなくしましたが間違いなく支払いまし
た。健康保険からのお知らせならあります。対
象になりますか？

A 領収書は必ず確認させていただきます。なければ
対象とはなりません。
健康保険から送られてくる医療費のお知らせは、
実際に支払った金額ではなく使用した金額のお
知らせですので、領収書に代わるものではあり
ません。

Q 医療費控除をすると医療費が戻ってくるので
すか？

A 医療費が戻ってくるということではありません。
医療費控除をはじめとする控除額とは、正しい
所得税（住民税）の税額を計算する際に、所得か

医療費控除の豆知識


